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設立 2012年1月

主要業務：特許を中心とする知財情報の
調査、分析、鑑定、その他関連する業務。

 メーカー、調査会社、特許事務所での経
験を生かし、検索・調査を行うだけでなく、
実体面の判断も行う。

今後は、特許異議の申立てや、特許／営
業秘密等の出願戦略相談にも注力予定。
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１．平成26年改正 特許異議申立て制度の概要

1.1 異議申立て制度の概要

1.2 平成15年改正前との違い

1.3 異議資料調査時の留意点

1.4 特許異議申立制度の実務の手引きポイント

２．公知例調査のポイント

2.1 国内特許調査

2.2 外国特許調査

2.3 非特許文献調査

角田特許事務所 3



 1.1 異議申立て制度の概要

 1.2 平成15年改正前との違い

 1.3 異議資料調査時の留意点

 1.4 特許異議申立制度の実務の手引き
ポイント
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 特許異議の申立ての対象となるのは、
2015年4月1日以降に特許掲載公報（登録公報）が発
行された特許。

 4/1には、4400件以上の特許掲載公報が発行され、
既に異議申立ての対象となっている。

 出願日や登録日が2015年4月1日以降ではない。

 何人も申立て可能だが、匿名での申立てはできない。

 異議理由は無効理由とほぼ同じで、新規性、進歩性、
先願、実施可能・サポート要件違反等。

 冒認・共同出願違反、後発無効、訂正要件違反は異議
の対象外。
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※参考文献１より引用
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特許異議の申立て
手続フロー
※参考文献２より引用

 訂正の請求後、申
立人が意見を述べ
る機会あり。

 審決予告制度に
倣った取消決定予
告制度は見送られ
たが、運用で取消
予告通知をする。
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旧特許異議申立制度の廃止後、無効審判の請求件
数は一時的に増加したが、その後徐々に減少し、現
在は旧特許異議申立制度廃止前の水準で移行。

現行特許法上の特許無効審判制度は、誰でもいつ
でも請求が可能な審判制度であり、権利の不安定化
につながる。

※参考文献２より引用

ダミーなど訴えの利益がない者が、無効審判に
係る審決取消訴訟で高裁へ出訴することは好ま
しくない。
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※参考文献１より引用
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※参考文献３より引用
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①無効審判による特許付与の見直し機能の包摂の限界と
特許の質への懸念

②グローバルな権利取得・活用に対する悪影響

③第三者の知見を活用する必要性の高まりと情報提供制
度の機能低下

④特許無効化資料の抱え込み

⑤審査官へのフィードバック機能の欠如
※参考文献２より引用

「特許異議の申立て制度は、将来実施をするかもしれない
発明について、特許権を減縮させたり、取り消す制度」

「特許無効審判は、自社の事業を守り抜くため、総力を挙げ
て戦う制度」

（2014年 FICPI 京都シンポジウムにおける、あるパネリスト発言）
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１．申立書の要旨変更
が可能な期間を短縮
平成15年改正前旧制度と

比較して、申立書の要旨変
更（異議理由や証拠の変
更）を認める期間を短縮。
審理の効率化を図る。
（特１１５条２項）
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２．全件書面審理

新制度では全件書面審理。特許異議に係る当事者性を
無効審判よりも低いものとして、異議申立人にとってより
利用しやすい制度に。（特１１８条１項）

３．異議申立人への意見提出機会の付与

特許権者による訂正請求があった場合には、異議申立人
にもこれに対する意見提出を認める。

旧制度では、訂正請求に対する異議申立人の意見提出
が認められておらず、不満があった。（特１２０条の５第５
項）

⇒旧制度との差異が最も大きい部分
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（意見書の提出等）

第百二十条の五

５ 審判長は、第一項の規定により指定した期間内に第二項
の訂正の請求があつたときは、第一項の規定により通知した
特許の取消しの理由を記載した書面並びに訂正の請求書及
びこれに添付された訂正した明細書、特許請求の範囲又は図
面の副本を特許異議申立人に送付し、相当の期間を指定して、
意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、特許
異議申立人から意見書の提出を希望しない旨の申出があると
き、又は特許異議申立人に意見書を提出する機会を与える必
要がないと認められる特別の事情があるときは、この限りでな
い。
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４．訂正可能な時期の変更
平成15年改正前は、取消決定に対する取消訴訟係属中

に訂正審判の請求ができた。改正法では、取消訴訟係属
中に訂正審判の請求ができないが、運用で訂正後に取消
予告を行う。（参考文献２より引用）
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異議申立てに対する、特許権者の意見書や
訂正請求書提出期間は、標準６０日、在外者
９０日。

新設の特１２０条の５第５項では、訂正請求が
あった際に、申立人が意見書を提出する機会
が与えられる。意見書提出期間は、標準３０
日、在外者５０日。（参考文献４より）

⇒申立人から意見書の提出を希望しないときや、
申立人に意見書を提出する機会を与える必
要がない特別の事情があれば、審判長は意
見書を提出させなくても良い。
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訂正後に取り消し理由がある場合には、運用
で取消予告をするため、訂正請求の機会が２
度ある場合もある。

訂正請求があった後、付与後情報提供制度を
使って新たな公知例を提出できる。

しかし運用上、異議申立て期間経過後の証拠
は審理の対象としない。

⇒有力な証拠であれば、特許権者が自主的に
減縮訂正する可能性もゼロではない。取消理
由通知後に、情報提供してみる価値はある。
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何らかの事情で特許権者が意見書や訂正請
求書を提出しないと、２度目の取消理由通知
をしない運用。

⇒病気や不注意で期限徒過すると、本来減縮
訂正により維持できた請求項が取り消される
リスクがある。

異議の申立てがあったら、特許権者は意見
書または訂正請求書を必ず提出する。

請求項に従属項がある場合、一群の請求項
ごとに訂正請求を行う。
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特許付与前情報提供制度を活用する。情報提
供制度では、匿名で公知例を提出可。

申立期間の6ヶ月は意外と短い。証拠が外国
語文献の場合、引用箇所の和訳が必要。

⇒SDI等で、予め競合他社の出願公開を監視す
る必要性が高まる。

仮に情報提供が成功しなくても、異議申立てが
控えており、思い切った情報提供が可能に。
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特許掲載公報が発行されたら、すぐに異議資
料の調査を行う。

特許が付与された発明について、新規性を否
定できる同一文献が見つかることは非常に少
ない。

異議資料の調査期間は、最低３ヶ月は確保。

 （ダミー等を使って）特許異議申立てを行う。進
歩性の論理付けが重要なので、申立書作成
期間も１ヶ月以上確保しておく。

必要があれば、特許権者の訂正請求に対する
意見書提出も行う。
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i. 必要な証拠の表示

ii. 要旨変更、申立料金

iii. 特許権者との面接

iv. 異議申立人との面接

v. 審理の併合・分離

vi. 訂正時の注意点

vii. 書類提出時の注意点
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(ア) 特許異議申立人は、申立ての理由として主張する具
体的な事実を立証するための証拠を表示する。

(イ) 異議申立ての証拠方法は、通常は文書。その他に、
検証物、証人、鑑定人、特許異議申立人本人がある。

証拠が文書の場合、正本に加えて、その写しを、特許庁
及び特許権者の数に応じて提出しなければならない。

(ウ) 文書の写しが提出された場合、職権や相手方の申
出により、原本等の提出が促されることがある。
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申立ての理由の要約
例
※参考文献４より引用



(エ) 外国語で作成された文書を提出して書証の申出をす

るときは、取調べを求める部分についてその文書の訳文
を添付しなければならない。訳文が添付されていないとき
は、補正が命じられる。

(オ) 文書の記載から発行日や発行場所等が明らかな場
合（特許公報類、図書、雑誌等） を除き、証拠説明書を提
出する。

証拠説明書には、標目、作成年月日、作成者、立証趣旨
を記載し、特許庁及び相手方の数に応じて提出する。

なお、証拠の数が多いとき等も、合議体から証拠説明書
の提出が求められることがある。
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証拠説明書の例
※参考文献４より引用



 要旨変更となる異議の申立ての理由及び証拠の追加、
変更が認められるのは、基本的に異議申立期間が経
過する時まで。

 ただし、異議申立期間中に取消理由の通知があるとき
は、当該取消理由の通知がある時までに短縮される。
（p21）

 異議申立てに要する費用は、1万6500円に1請求項
につき2400円を加えた額。一定額ではなく、申し立て
た請求項数に応じて異なる。（p26）
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ア 特許権者との面接

(ア) 以下に掲げる場合等で、迅速・的確な審理に資する

と考えられるときには、合議体からの要請、又は特許権
者の代理人等の要請により、面接が行われることがある。

○特許権者との面接

① 明細書等、意見書・補正書の記載が複雑であって、本件特
許発明の把握が難しい場合

② 特許性等の主張や、従来技術又との相違点等が的確に把
握できない場合

③ その他、審理促進、円滑な意思疎通のため必要と認められ
る場合
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イ 特許異議申立人との面接

特許異議申立事件は、無効審判のような対立構造によ
るものではなく、合議体（審判官）と権利者との間で手
続が進められるものであるため、特許異議申立人との
面接は行われない。

ただし、取消理由の検討にあたり、特許異議申立書の
記載について、合議体が技術説明を求める必要がある
と判断したときに限り、特許異議申立人との間で面接が
行われることがある。
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(3) 複数の特許異議の申立てがあった場合

特許異議申立期間の経過前に審理された後に、新たな
特許異議の申立てがされたときは、原則として当該特許
異議の申立ての審理は併合される。

審理の併合後、先行して審理が開始された特許異議の
申立てについて、審理が相当程度進行していて、早期に
決定ができるときには、審理は分離される。
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 二以上の請求項に係る特許に対する異議の申立て
については、請求項ごと又は一群の請求項ごとに訂
正請求をする。

 また、異議申立てがされていない請求項についても訂
正可能。

 訂正可能な時期は、取消理由通知において指定され
た意見書の提出期間内（標準６０日、在外者９０日）。

 訂正の請求には、訂正に係る請求項数ではなく、特
許登録原簿に記録されている請求項数に応じた手数
料が必要。
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 特許異議の申立て手続は、オンラインではできない。

 申立書、意見書、訂正書等は、特許庁へ書類を持参
するか、郵送で行う。

 郵送の場合は、書留郵便等で差出日が証明できる方
法により送付する。

 「ゆうパック等の宅配便」は、「信書便（信書便法§2

③）」にあたらないため、特許庁に到達した日が提出
日となる。
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実用新案法には異議申立て制度はないが、登
録前（実施規２２条）と登録後（実施規２２条の
２）の情報提供制度がある。

登録後でも、無効資料を情報提供すれば、技
術評価書が否定的となり、事実上、権利行使
が困難になる。

実案の場合、減縮訂正は１回のみ（実１４条の
２第１項）。

実案の技術評価書と無効審判は何人も請求可。
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平成26年改正により、出願審査請求期限（３年）が徒過しても、
１年以内かつ正当な理由があれば救済される。4/1から施行。
ウォッチング調査に影響がある。（参考文献１より引用）
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１．特許庁 平成26年度特許法等改正説明会テキスト

２．特許庁 特許異議の申立て制度の運用（案）

３．特許庁 平成25年9月「強く安定した権利の早期設
定及びユーザーの利便性向上に向けて」報告書
４．特許庁 特許異議申立制度の実務の手引き
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/igi-tebiki/tebiki.pdf

５．塚原朋一 「同一技術分野論は終焉を迎えるか－特
許の進歩性判断における新しい動きを思う－」 特許研
究第51号
http://www.inpit.go.jp/jinzai/study/study00005.html
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